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（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益　 　 750,787,145

当期総利益 750,787,145

Ⅱ　利益処分額

積立金 414,775,937

国立大学法人法第35条の2において準用する
独立行政法人通則法第44条第3項により
文部科学大臣の承認を受けた額

　教育研究の質の向上及び組織運営の
　改善積立金 336,011,208 336,011,208 750,787,145

利益の処分に関する書類
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注 記 事 項 

 

Ⅰ．重要な会計方針 

 

当事業年度より、改訂後の国立大学法人会計基準（「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会

計基準注解」報告書」（国立大学法人会計基準等検討会議 令和４年２月１０日改訂））及び「「国立大学

法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」（文部科学省 日本公認会計士協

会 令和５年４月１３日最終改訂）（以下「国立大学法人会計基準等」という。）のうち、収益認識に係る改訂

内容を適用して、財務諸表等を作成しております。 

 

１．会計方針の変更 

受託研究収入、共同研究収入及び受託事業等収入により購入した償却資産については、当該研究期間

等を耐用年数としていましたが、改訂後の国立大学法人会計基準等を適用し、当該研究の終了後も使用する

予定である償却資産については、国立大学法人会計基準上の一般的耐用年数を採用しています。 

この結果、従来と比較して経常利益が 56,809,848 円増加するとともに、当期純利益及び当期総利益が

56,809,848 円増加しています。 

 

２．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

原則として、期間進行基準を採用しております。 

ただし、「退職一時金」については費用進行基準を、「ミッション実現加速化経費」「特殊要因経費」「教育・

研究基盤維持経費」に充当される運営費交付金の一部については、文部科学省の指定に従い業務達成基

準又は費用進行基準を採用しております。 

なお、法人内予算におけるプロジェクト事業等については、業務達成基準を採用しております。 

 

３．減価償却の会計処理方法 

（1）有形固定資産 

定額法を採用しております。 

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としております。 

ただし、リース資産についてはリース期間を耐用年数としております。 

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

建物 2～61 年 

構築物 2～60 年 

工具器具備品 1～20 年 

受託研究収入、共同研究収入及び受託事業等収入により、令和 5 事業年度以降に償却資産を購入

した場合で、当該資産が当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合は、当該研究期間

等を耐用年数として減価償却しています。また、令和 4 事業年度以前に購入した償却資産は、当該研究

期間等を耐用年数として減価償却しています。 

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 78）及び資産除去債務に対応する特定の除去費

用等（国立大学法人会計基準第 85）に係る減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資

本剰余金から控除して表示しております。 
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（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5 年）に基づいております。 

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 78）の減価償却相当額については、減価償却相当

累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

４．賞与引当金及び見積額の計上基準 

翌事業年度以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への賞与の支払に備えるため、当該

教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

また、上記以外の役員及び教職員の賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされ

るため、賞与引当金は計上しておりません。 

なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業年度末の賞与引当

相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上しております。 

 

５．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法 

運営費交付金により財源措置がなされない教職員の退職給付に備えるため、退職一時金については、期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

また、上記以外の教職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給

付に係る引当金は計上しておりません。 

なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学法人会計基

準第 83 第 4 項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。 

 

６．徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準 

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。 

 

７．有価証券及び金銭の信託の評価基準及び評価方法 

（1）売買目的有価証券 

期末日の市場価格等に基づく時価法 

（寄附金により取得した債券については、評価差額は寄附金債務に計上しております。） 

（2）満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 

（3）その他有価証券 

期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は純資産直入法により処理しております。ただし、寄附により取得した株式については、評価差

額を寄附金債務に計上しております。） 

（4）金銭の信託 

期末日の市場価格等に基づく時価法 
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８．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

 

９．リース取引の会計処理 

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によります。 

 

１０．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によります。 

 

Ⅱ．注記事項 

 

１．貸借対照表 

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、3,811,727,520 円です。 

当事業年度の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は 328,716,605 円です。 

 

２．国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 

（1）業務費用   

 ① 損益計算書上の費用 11,633,497,354 円  

 ② （控除）自己収入等 △ 5,836,301,398 円  

  業務費用合計  5,797,195,956 円 

（2）資本剰余金を減額したコスト等  819,259,969 円 

（3）機会費用   

 国又は地方公共団体の無償又は減額された

使用料による貸借取引の機会費用 
54,954 円  

 政府出資の機会費用 1,054,766,020 円  

 無利子又は通常よりも有利な条件による融資

取引の機会費用 
0 円 1,054,820,974 円 

（4）（控除）国庫納付額  0 円 

（5）国立大学法人等の業務運営に関して国民の

負担に帰せられるコスト 
 7,671,276,899 円 

※1．国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記における機会費用の計

上方法 

①国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法 

近隣の地代や賃借料を参考に計算しております。 

②政府出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10 年利付政府保証債の令和 6 年 3 月末利回りを参考に 0.725％で計算しております。 

  

10



 

３．キャッシュ・フロー計算書 

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

現金及び預金 5,316,005,999 円 

資金期末残高 5,316,005,999 円 

 

２．重要な非資金取引 

（１）寄附による資産の取得 

建物  594,000 円 

工具器具備品 42,218,530 円 

図書 2,891,820 円 

消耗品費 10,514,588 円 

計 56,218,938 円 

 

（２）ファイナンス・リースによる資産の取得 

ソフトウェア 133,767,122 円 

計 133,767,122 円 

 

４．固定資産の減損関係 

減損の認識を行った固定資産に関する事項 

 

①小平宿舎 

 ・用途、種類、場所等 

用途 種類 場所 帳簿価額 

職員宿舎 建物附属設備 東京都小平市 133,708 円 

 

・減損の認識に至った経緯 令和4年2月1日付けで廃止決定を行い、令和5年9月16日に全ての入居

者が退去したことによります。 

・減損の内訳 

場所 種類 減損額 
うち損益計算書に 

計上した金額 

うち損益計算書に 

計上していない金額 

東京都小平市 建物附属設備 133,707 円 133,707 円 ― 

 

 

・回収可能サービス価額の算定方法 

建物は老朽化しており耐震性も低く、売却はできないため、回収可能サービス価額は備忘価額であ

る1円で算出しております。 

 

減損の兆候が認められた固定資産（減損を認識した場合を除く）に関する事項 
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①陶芸作業庫 

・用途 教育施設 

・種類 建物、建物附属設備 

・場所 国立西キャンパス 東京都国立市 

・帳簿価額 364,696円 

・認められた減損の兆候の概要 当該資産の使用実績が著しく低下していることによります。 

・当該資産は陶芸作業窯のメンテナンスが行われていないため、安全上の面から令和5年度は使用禁

止としましたが、令和6年度以降は環境が整い次第、使用稼働の可能性が見込まれることから、減損

の認識はしておりません。 

 

②空手道場 

・用途 教育施設 

・種類 建物、建物附属設備 

・場所 国立西キャンパス 東京都国立市 

・帳簿価額 23,221,948円 

・認められた減損の兆候の概要 当該資産の使用実績が著しく低下していることによります。 

・当該資産は新型コロナウイルス感染症の影響で空手道部の活動が本格化していないため、活動日数

が減少しておりますが、令和6年度以降は活動の本格化が見込まれることから、減損の認識はしており

ません。 

 

③国際学生宿舎Ｃ棟 

・用途 学生寮 

・種類 建物、建物附属設備 

・場所 国立西キャンパス 東京都国立市 

・帳簿価額 93,567,012円 

・認められた減損の兆候の概要 当該資産の使用実績が著しく低下していることによります。 

・当該資産は新型コロナウイルス感染症対応のため、利用を制限したことにより、一時的に使用実績が

著しく低下しておりますが、令和6年度以降は使用が見込まれることから、減損の認識はしておりませ

ん。 

④国立宿舎RA棟 

・用途 職員宿舎 

・種類 建物、建物附属設備 

・場所 国立西キャンパス 東京都国立市 

・使用しなくなる日 令和7年11月28日（最終入居者の退去状況により変わる可能性があります） 

・使用しないという決定を行った経緯及び理由 

建物の耐震性が低く、安全性を担保することができないことから、当該施設の使用を廃止する決定が

なされたため。なお、当初は令和5年3月31日を最終退去予定日としておりましたが、最終退去予定日

が令和7年11月28日に改められたため、上記の使用しなくなる日が変更となっております。 

・使用しなくなる日における帳簿価額  

最終入居者の退去状況により使用しなくなる日が変わる可能性があるため、当該帳簿価額は記載し
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ておりません。 

・回収可能サービス価額及び減損額の見込額 

現時点において、使用廃止後の取扱いが未定であるため、当該見込額は記載しておりません。 

⑤国立宿舎RB棟 

・用途 職員宿舎 

・種類 建物、建物附属設備 

・場所 国立西キャンパス 東京都国立市 

・使用しなくなる日 令和7年11月28日（最終入居者の退去状況により変わる可能性があります） 

・使用しないという決定を行った経緯及び理由 

建物の耐震性が低く、安全性を担保することができないことから、当該施設の使用を廃止する決定が

なされたため。なお、当初は令和5年3月31日を最終退去予定日としておりましたが、最終退去予定日

が令和7年11月28日に改められたため、上記の使用しなくなる日が変更となっております。 

・使用しなくなる日における帳簿価額  

最終入居者の退去状況により使用しなくなる日が変わる可能性があるため、当該帳簿価額は記載し

ておりません。 

・回収可能サービス価額及び減損額の見込額 

現時点において、使用廃止後の取扱いが未定であるため、当該見込額は記載しておりません。 

⑥国立宿舎RC棟 

・用途 職員宿舎 

・種類 建物、建物附属設備 

・場所 国立西キャンパス 東京都国立市 

・使用しなくなる日 令和7年11月28日（最終入居者の退去状況により変わる可能性があります） 

・使用しないという決定を行った経緯及び理由 

建物の耐震性が低く、安全性を担保することができないことから、当該施設の使用を廃止する決定が

なされたため。なお、当初は令和5年3月31日を最終退去予定日としておりましたが、最終退去予定日

が令和7年11月28日に改められたため、上記の使用しなくなる日が変更となっております。 

・使用しなくなる日における帳簿価額  

最終入居者の退去状況により使用しなくなる日が変わる可能性があるため、当該帳簿価額は記載し

ておりません。 

・回収可能サービス価額及び減損額の見込額 

現時点において、使用廃止後の取扱いが未定であるため、当該見込額は記載しておりません。 

⑦電話加入権 

・用途 電話加入権 

・種類 電話加入権 

・場所 国立西キャンパス 東京都国立市 

・帳簿価額 845,000円 

・認められた減損の兆候の概要 当該資産の市場価格が著しく下落していることによります。 

・帳簿価額が回収可能サービス価額を上回っていないため、減損の認識はしておりません。 

なお、回収可能サービス価額は、正味売却価額より高い使用価値相当額を採用しており、NTTの公

定価格により算定しております。 
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６．金融商品の時価等に関する事項 

  （1）金融商品の状況に関する事項 

当法人は、資金運用については預金、社債、株式及び金銭の信託に限定しております。 

資金運用にあたっては国立大学法人法第 35 の 2 条が準用する独立行政法人通則法第 47 条の規定

及び国立大学法人法第 33 条の 5 第 2 項の規定に基づき、A 格以上の社債、株式及び金銭の信託を保

有しております。なお、当該運用資産は、金利や為替の変動による市場リスクや信用リスク等を包含している

ものの、資金管理要項に基づき適切なリスク管理を実施し、資金の運用状況や管理運用業務の実施状況

を監視するために設置された資金運用管理委員会に報告しております。 

 

  （2）金融商品の時価等に関する事項 

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。また、現金は注

記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお

ります。 

（単位：円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

有価証券及び投資有価証券       

売買目的有価証券 2,082,710,000 2,082,710,000 0 

満期保有目的の債券 3,210,889,781 3,156,000,000 54,889,781 

その他有価証券 502,517,604 502,517,604 0 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレ

ベルに分類しております。 

レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時

価 

レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価 

レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

有価証券及び投資有価証券 

社債、株式及び金銭の信託は相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル 1 の時価に分類しております。 

 

７．退職給付関係 

（1）採用している退職給付制度の概要 

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度及び国家公務員共済組合法

の退職等年金給付制度を採用しております。非積立型の退職一時金制度では、給与と勤務期間に基づい

た一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 
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（2）確定給付制度 

①簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付引当金 2,786,400 円 

退職給付費用 0 円 

退職給付の支払額 0 円 

期末における退職給付引当金 2,786,400 円 

②退職給付に関連する損益 

簡便法で計算した退職給付費用 0 円 

 

（3）退職等年金給付制度 

当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、33,779,139 円です。 

 

８．資産除去債務 

（1）資産除去債務の概要 

当法人が保有する建物解体時に発生する建設廃棄物に関する再資源化等実施義務及び一部の建物

等に使用されている有害物質を除去する義務に関して、資産除去債務を計上しております。 

 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を当該建物等の減価償却期間（主に 42 年）と見積り、割引率は当該減価償却期間に見

合う国債の流通利回り（主に 2.311％）を使用して資産除去債務の金額を算定しております。 

 

（3）令和 5 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 161,030,110 円 

時の経過による調整額 2,218,691 円 

期末残高 163,248,801 円 

 

９．賃貸等不動産 

当法人は国立市、小平市及び千代田区に賃貸等不動産を所有しておりますが、総資産に占める賃貸等不

動産の総額が重要性に乏しいため、注記を省略しております。 

 

 

10．重要な債務負担行為 

該当はありません。 

 

 

11．重要な後発事象 

該当はありません。 
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